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石川県情報公開審査会からの答申について 

 

 石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」という。）に基づき

公開請求のあった公文書の不存在決定に対する異議申立てに係る諮問について、本日、石

川県情報公開審査会会長（鴨野幸雄金沢大学名誉教授）から、石川県知事に下記の答申が

なされました。 

 答申の内容は、平成２９年１０月５日、１１月７日に開催した石川県情報公開審査会（条

例第２６条の規定により非公開）において決定されたもので、答申書の写し及び答申の概

要は別紙のとおりです。 

 

記 

 

１ 答申第２０１号（諮問案件第２５４号：Ｈ29.10.5第２８５回石川県情報公開審査会） 

平成２４年度犀川辰巳ダム建設事業貯水池地形図修正業務において地形横断図が測量

されていない部分での等高線を修正した根拠となる公文書に係る公文書不存在決定に対

する審査請求についての諮問 

２ 答申第２０２号（諮問案件第２５５号：Ｈ29.10.5第２８５回石川県情報公開審査会） 

  平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務での測量成果である平

面図において示されたダム上流部のオーバーハング地形あるいは何らかの構造物として

作られた横穴をダム貯水池部に作った根拠と実際の構造物がわかる公文書に係る公文書

不存在決定に対する審査請求についての諮問 

３ 答申第２０３号（諮問案件第２５６号：Ｈ29.11.7第２８６回石川県情報公開審査会） 

  平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務での測量成果である平

面図において等高線の交差箇所の下流側に暗渠の出入り口を示す半円形の記号が書かれ

ており、出口がどこにあるか確認できる公文書と何の目的で作られた暗渠なのかわかる

公文書に係る公文書不存在決定に対する審査請求についての諮問 

 

総  務  課 

 行政情報サービスセンター 

 担当者： 鏡屋 

 電話 内線 3384 

    直通 225－1236 
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石川県情報公開審査会の答申概要（答申第２０１号） 

 

１ 審査請求の対象となった本件公開請求の対象文書（諮問案件第２５４号） 

  平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務（以下「当該業務」という。）において地形横

断図が測量されていない部分での等高線を修正した根拠となる公文書 

 

２ 本件公開請求に対する処分の内容 

  公文書不存在 

 

３ 担当課（所） 

  土木部河川課 

 

４ 審査請求等の経緯 

ア H28. 6.16  公開請求                     エ H29. 3.27  諮問 

イ H28. 6.30  公文書不存在決定       オ H29.12.26  答申 

ウ H28. 8.17  審査請求 

 

５ 諮問に係る審査会の判断結果 

  不存在とした決定は、妥当である。 

該当条項 審 査 会 の 判 断 要 旨 

条例第１１条 

第２項 

（不存在） 

 当審査会が当該業務の仕様書を見分したところ、当該業務は横断測量及び標高測量で平面

図の作成を行う旨記載され、横断測量の成果として測量データ（観測手簿）を提出する旨記

載されている。他方、標高測量の成果として測量データを提出する旨の記載がなく、測量デ

ータの実施機関への提出は求められていない。なお、標高測量の成果として数値地形図デー

タファイルを提出する旨記載されているが、これは当該業務の成果品である修正された貯水

池地形図（ＰＤＦデータによる平面図）を指したものである。 

 契約上、当該業務の仕様書に標高測量に係る成果として記載のない測量データについて、

当該業務の施工業者は提出する必要がないことから、公文書として存在しないとした実施機

関の主張は、不自然、不合理とはいえない。 

 以上のことから、本件処分は妥当であると判断した。 

 

６ 審査経緯  審査回数 ３回 



 

（別    紙） 

答申第２０１号 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

答 申 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１２月 

 

 

石 川 県 情 報 公 開 審 査 会 

 

 

 



 

 - 1 - 

第１ 審査会の結論 

   石川県知事（以下「実施機関」という。）が、本件審査請求の対象となった公文書につき

不存在とした決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

 １ 公開請求の内容 

  審査請求人は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項の規定により、実施機関に対し、平成２８年６月１６日に、次の公文

書の公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

（公開請求に係る公文書の内容） 

   平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務（以下「当該業務」とい

う。）において地形横断図が測量されていない部分での等高線を修正した根拠となる公文書 

   なお、実施機関が弁明書で「観測データ」と記載しているものは、審査請求人が「測量 

データ」と審査請求書に記載しているため、これにあわせて以下「測量データ」とする。 

 また、実施機関が弁明書で「測量手簿」と記載しているものは、当該業務仕様書には、 

「観測手簿」と記載しているため、これにあわせて以下「観測手簿」とする。 

 

２ 実施機関の決定 

 実施機関は、本件公開請求について、平成２８年６月３０日に不存在決定（以下「本件

処分」という。）を行って、次のとおり公文書を保有していない理由を付して審査請求人

に通知した。 

（保有していない理由） 

   当該請求に係る公文書は作成されていないため、存在しない。 

 

３ 審査請求 

審査請求人は、平成２８年８月１７日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定により、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

実施機関は、平成２９年３月２７日に、条例第１９条第１項の規定により、石川県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件処分の取消しに係る審査請求につ

き、諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、本件処分を取り消し、請求内容に対応する文書の公開を求めるとい

うものである。 

 

 ２ 審査請求の理由 
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   審査請求人が、審査請求書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

当該業務は、一部の地形横断図と標高測量により行ったと記載されているが、地形横断

図が測量されていない部分でも等高線は大きく修正されている。標高測量の成果について

は、写真があるだけで、測量データは一点の成果も納品されていない。 

  現実に等高線が修正されているのに、その根拠となる裏付け成果がない委託業務はあり 

えない。検査は根拠に基づき、成果が正しいことを確認されているはずであり、修正した 

根拠があるはずである。 

なお、実施機関は、審査請求人に対し、弁明書を送付し意見を求めたが、特段の意思表

示はなかった。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

   実施機関が弁明書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

   当該業務における平面図の作成は、主に横断測量で行っており、かつ標高測量で補足し

ている。審査請求人が主張している等高線の修正箇所は標高測量により修正された部分で

ある。仕様書では、成果品として横断測量による測量データ（観測手簿）の提出を求めて

いるが、標高測量による測量データの提出までは求めていないため、審査請求人が求める

標高測量による測量データは公文書として存在しない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 

   条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の 

公開を請求する権利につき定めること等により、もって県の諸活動を県民に説明する責務 

が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加によ 

る公正で開かれた県政をより一層推進することを目的として制定されたものであり、公開 

の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、この公開の原則を 

基本として条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 ２ 本件公開請求に対応する公文書の性格等について 

   平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務において、地形横断図が

測量されていない部分での等高線を修正した根拠となる公文書である。 

 

 ３ 本件公開請求に対応する公文書の不存在について 

   当審査会が当該業務の仕様書を見分したところ、当該業務は横断測量及び標高測量で平 

面図の作成を行う旨記載され、横断測量の成果として測量データ（観測手簿）を提出する 

旨記載されている。他方、標高測量の成果として測量データを提出する旨の記載がなく、 

測量データの実施機関への提出は求められていない。なお、標高測量の成果として数値地 

形図データファイルを提出する旨記載されているが、これは当該業務の成果品である修正 

された貯水池地形図（ＰＤＦデータによる平面図）を指したものである。 

契約上、当該業務の仕様書に標高測量に係る成果として記載のない測量データについて、
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当該業務の施工業者は提出する必要がないことから、公文書として存在しないとした実施

機関の主張は、不自然、不合理とは言えない。 

このことから、本件処分は妥当であると判断した。         

 

４ まとめ 

  以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査の処理経過 

   当審査会の処理経過は、別表のとおりである。 

 

 

＜別表＞ 

 

審  査  会  の  処  理  経  過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

平成 29年３月 27日 ○諮問を受けた。（諮問案件第２５４号） 

平成 29年３月 27日 ○実施機関（土木部河川課）から弁明書（写し）を受理した。 

平成 29年７月７日 

（第 283回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成 29年８月 29日 

（第 284回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成 29年 10月５日 

（第 285回審査会） 

○事案の審議を行った。 
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石川県情報公開審査会の答申概要（答申第２０２号） 

 

１ 審査請求の対象となった本件公開請求の対象文書（諮問案件第２５５号） 

  平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務（以下「当該業務」という。）での測量成果で

ある平面図において示されたダム上流部のオーバーハング地形あるいは何らかの構造物として作られた横穴を

ダム貯水池部に作った根拠と実際の構造物がわかる公文書 

 

２ 本件公開請求に対する処分の内容 

  公文書不存在 

 

３ 担当課（所） 

  土木部河川課 

 

４ 審査請求等の経緯 

ア H28. 6.16  公開請求                     エ H29. 3.27  諮問 

イ H28. 6.30  公文書不存在決定       オ H29.12.26  答申 

ウ H28. 8.17  審査請求 

 

５ 諮問に係る審査会の判断結果 

  不存在とした決定は、妥当である。 

該当条項 審 査 会 の 判 断 要 旨 

条例第１１条 

第２項 

（不存在） 

 当審査会が当該業務の仕様書を見分したところ、当該業務は横断測量及び標高測量で平面

図の作成を行う旨記載され、横断測量の成果として測量データ（観測手簿）と横断面図デー

タファイルが記載されている。 

また、標高測量の成果としては、数値地形図データファイルが記載されているが、これは

当該業務の成果品である修正された貯水池地形図（ＰＤＦデータ形式の平面図）を示したも

のである。 

実施機関は、審査請求人が測量成果と主張する平面図について、作成途中の図面データを

審査請求人の求めに応じ情報提供したものであると説明している。 

当該業務の仕様書には、審査請求人が依拠している図面データは、測量の成果として記載

されていない。 

当審査会において、県が受領している当該業務の成果品である平面図（ＰＤＦ）を見分し

たが、審査請求人が主張しているような等高線の交差とみられる箇所は確認できないことか

ら、工事において、そのような構造物を築造したことはないので、審査請求人の求める公文

書は存在しないと述べている実施機関の主張は不自然、不合理とは言えない。  

このことから、本件処分は妥当であると判断した。 

 

６ 審査経緯  審査回数 ２回 



 

（別    紙） 

答申第２０２号 
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第１ 審査会の結論 

   石川県知事（以下「実施機関」という。）が、本件審査請求の対象となった公文書につき

不存在とした決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

 １ 公開請求の内容 

  審査請求人は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項の規定により、実施機関に対し、平成２８年６月１６日に、次の公文

書の公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

（公開請求に係る公文書の内容） 

   平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務（以下「当該業務」とい

う。）での測量成果である平面図において示されたダム上流部のオーバーハング地形あるい

は何らかの構造物として作られた横穴をダム貯水池部に作った根拠と実際の構造物がわか

る公文書 

 

２ 実施機関の決定 

 実施機関は、本件公開請求について、平成２８年６月３０日に不存在決定（以下「本件

処分」という。）を行って、次のとおり公文書を保有していない理由を付して審査請求人

に通知した。 

（保有していない理由） 

   当該請求に係る公文書は作成されていないため、存在しない。 

 

３ 審査請求 

審査請求人は、平成２８年８月１７日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定により、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

実施機関は、平成２９年３月２７日に、条例第１９条第１項の規定により、石川県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件処分の取消しに係る審査請求につ

き、諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、本件処分を取り消し、請求内容に対応する文書の公開を求めるとい

うものである。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が、審査請求書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

等高線が交差して地下に構造物があることを等高線データで示している以上、そんな構
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造物を造成した根拠がないことはありえない。計画地形として工事がなされたのであれば、

当然成果も存在し、地形修正した構造物等に関する根拠があるはずである。 

なお、実施機関は、審査請求人に対し、弁明書を送付し意見を求めたが、特段の意思表

示はなかった。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

   実施機関が弁明書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

   審査請求人が当該業務の成果品である平面図に等高線が交差している箇所があると主張

しているが、審査請求人が主張する平面図は、当該業務の成果品ではなく、平成２５年度

末に河川課が審査請求人の求めに応じて情報提供した作図途中の図面データであると推察

される。 

当該業務の成果品として県が受領している平面図には、審査請求人が主張する等高線が

交差している箇所は確認することはできず、工事において、そのような構造物を築造して

いないため、審査請求人の求める公文書は存在しない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 

   条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の 

公開を請求する権利につき定めること等により、もって県の諸活動を県民に説明する責務 

が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加によ 

る公正で開かれた県政をより一層推進することを目的として制定されたものであり、公開 

の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、この公開の原則を 

基本として条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 ２ 本件公開請求に対応する公文書の性格等について 

   平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務の測量成果である平面図

において示されたオーバーハング地形あるいは何らかの構造物として作られた横穴をダム

貯水池部に作った根拠と実際の構造物がわかる成果に係る公文書である。 

 

 ３ 本件公開請求に対応する公文書の不存在について 

   当審査会が当該業務の仕様書を見分したところ、当該業務は横断測量及び標高測量で平 

面図の作成を行う旨記載され、横断測量の成果として測量データ（観測手簿）と横断面図 

データファイルが記載されている。 

また、標高測量の成果としては、数値地形図データファイルが記載されているが、これ 

  は当該業務の成果品である修正された貯水池地形図（ＰＤＦデータ形式の平面図）を示し

たものである。 

実施機関は、審査請求人が測量成果と主張する平面図について、作図途中の図面データ

を審査請求人の求めに応じ情報提供したものであると説明している。 
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当該業務の仕様書には、審査請求人が依拠している図面データは、測量の成果として記

載されていない。 

   当審査会において、県が受領している当該業務の成果品である平面図（ＰＤＦ）を見分

したが、審査請求人が主張しているような等高線の交差とみられる箇所は確認できないこ

とから、工事において、そのような構造物を築造したことはないので、審査請求人の求め

る公文書は存在しないと述べている実施機関の主張は、不自然、不合理とは言えない。 

このことから、本件処分は妥当であると判断した。         

 

４ まとめ 

  以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査の処理経過 

   当審査会の処理経過は、別表のとおりである。 

 

 

＜別表＞ 

 

審  査  会  の  処  理  経  過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

平成 29年３月 27日 ○諮問を受けた。（諮問案件第２５５号） 

平成 29年３月 27日 

平成 29年６月 12日 

○実施機関（土木部河川課）から弁明書（写し）を受理した。 

 

平成 29年７月７日 

（第 283回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成 29年 10月５日 

（第 285回審査会） 

○事案の審議を行った。 
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石川県情報公開審査会の答申概要（答申第２０３号） 

 

１ 審査請求の対象となった本件公開請求の対象文書（諮問案件第２５６号） 

  平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務（以下「当該業務」という。）での測量成果で

ある平面図において等高線の交差箇所の下流側に暗渠の出入り口を示す半円形の記号が書かれており、出口が

どこにあるか確認できる公文書と何の目的で作られた暗渠なのかわかる公文書 

 

２ 本件公開請求に対する処分の内容 

  公文書不存在 

 

３ 担当課（所） 

  土木部河川課 

 

４ 審査請求等の経緯 

ア H28. 6.16  公開請求                     エ H29. 3.27  諮問 

イ H28. 6.30  公文書不存在決定       オ H29.12.26  答申 

ウ H28. 8.17  審査請求 

 

５ 諮問に係る審査会の判断結果 

  不存在とした決定は、妥当である。 

該当条項 審 査 会 の 判 断 要 旨 

条例第１１条 

第２項 

（不存在） 

 当審査会が当該業務の仕様書を見分したところ、当該業務は横断測量及び標高測量で平面

図の作成を行う旨記載され、横断測量の成果として測量データ（観測手簿）と横断面図デー

タファイルが記載されている。 

また、標高測量の成果としては、数値地形図データファイルが記載されているが、これは

当該業務の成果品である修正された貯水池地形図（ＰＤＦデータ形式の平面図）を示したも

のである。 

実施機関は、審査請求人が測量成果と主張する平面図については、作成途中の図面データ

を審査請求人の求めに応じ情報提供したものであると説明している。 

当審査会が見分した当該業務の仕様書には、審査請求人が依拠している図面データは、測

量の成果として記載されていない。 

また、県が受領している当該業務の成果品である平面図（ＰＤＦ）には、審査請求人が主

張しているような暗渠とみられる箇所は確認できないことから、工事において、そのような

構造物を築造したことはないので、審査請求人の求める公文書は存在しないと述べている実

施機関の主張は不自然、不合理とは言えない。  

このことから、本件処分は妥当であると判断した。 

 

６ 審査経緯  審査回数 ２回 



 

（別    紙） 

答申第２０３号 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

答 申 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１２月 

 

 

石 川 県 情 報 公 開 審 査 会 
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第１ 審査会の結論 

   石川県知事（以下「実施機関」という。）が、本件審査請求の対象となった公文書につき

不存在とした決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

 １ 公開請求の内容 

  審査請求人は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項の規定により、実施機関に対し、平成２８年６月１６日に、次の公文

書の公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

（公開請求に係る公文書の内容） 

   平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務（以下「当該業務」とい

う。）の測量成果である平面図において等高線の交差箇所の下流側に暗渠の出入り口を示す

半円形の記号が書かれており、出口がどこにあるのか確認できる公文書と何の目的で作ら

れた暗渠なのかわかる公文書 

 

２ 実施機関の決定 

 実施機関は、本件公開請求について、平成２８年６月３０日に不存在決定（以下「本件

処分」という。）を行って、次のとおり公文書を保有していない理由を付して審査請求人

に通知した。 

（保有していない理由） 

   当該請求に係る公文書は作成されていないため、存在しない。 

 

３ 審査請求 

審査請求人は、平成２８年８月１７日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定により、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

実施機関は、平成２９年３月２７日に、条例第１９条第１項の規定により、石川県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件処分の取消しに係る審査請求につ

き、諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、本件処分を取り消し、請求内容に対応する文書の公開を求めるとい

うものである。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が、審査請求書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

等高線が交差した地点の下流側に半円形の記号で示されている暗渠の出口がどこかにあ
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るはずであり、出口のない暗渠が存在しないはずはない。修正成果品に書かれている暗渠

構造物を造成した根拠がないことはありえない。 

なお、実施機関は、審査請求人に対し、弁明書を送付し意見を求めたが、特段の意思表

示はなかった。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

   実施機関が弁明書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

   審査請求人は当該業務の成果品である平面図に暗渠の出入り口を示す半円形の記号が描

かれていると主張しているが、審査請求人が主張している平面図については、当該業務の

成果品ではなく、平成２５年度末に河川課が審査請求人の求めに応じて情報提供した作図

途中の図面データであると推察される。 

   当該業務の成果品として県が受領している平面図には、審査請求人が主張する暗渠の出

入り口を示す半円形の記号を確認することはできず、工事において、そのような構造物を

築造していないため、審査請求人の求める公文書は存在しない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 

   条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の 

公開を請求する権利につき定めること等により、もって県の諸活動を県民に説明する責務 

が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加によ 

る公正で開かれた県政をより一層推進することを目的として制定されたものであり、公開 

の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、この公開の原則を 

基本として条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 ２ 本件公開請求に対応する公文書の性格等について 

   平成２４年度犀川辰巳治水ダム建設事業貯水池地形図修正業務の測量成果である平面図

において、暗渠の出入り口を示す半円形の記号が書かれており、出口がどこにあるのか確

認できる公文書と何の目的で作られた暗渠なのかわかる公文書である。 

 

 ３ 本件公開請求に対応する公文書の不存在について 

   当審査会が当該業務の仕様書を見分したところ、当該業務は横断測量及び標高測量で平 

面図の作成を行う旨記載され、横断測量の成果として測量データ（観測手簿）と横断面図 

データファイルが記載されている。 

また、標高測量の成果としては、数値地形図データファイルが記載されているが、これ 

  は当該業務の成果品である修正された貯水池地形図（ＰＤＦデータ形式の平面図）を示し 

  たものである。 

実施機関は、審査請求人が測量成果と主張する平面図については、作図途中の図面デー 

タを審査請求人の求めに応じ情報提供したものであると説明している。 

当審査会が見分した当該業務の仕様書には、審査請求人が依拠している図面データは、 
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測量の成果として記載されていない。 

また、県が受領している当該業務の成果品である平面図（ＰＤＦ）には、審査請求人が 

主張しているような暗渠とみられる箇所は確認できないことから、工事において、そのよ 

うな構造物を築造したことはないので、審査請求人の求める公文書は存在しないと述べて 

いる実施機関の主張は、不自然、不合理とはいえない。 

このことから、本件処分は妥当であると判断した。         

 

４ まとめ 

  以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査の処理経過 

   当審査会の処理経過は、別表のとおりである。 

 

 

＜別表＞ 

 

審  査  会  の  処  理  経  過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

平成 29年３月 27日 ○諮問を受けた。（諮問案件第２５６号） 

平成 29年３月 27日 

平成 29年６月 12日 

○実施機関（土木部河川課）から弁明書（写し）を受理した。 

 

平成 29年７月７日 

（第 283回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成 29年 11月７日 

（第 286回審査会） 

○事案の審議を行った。 
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